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韓
国
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
の
抑
え
込
み
の
成
功
例
の
一

つ
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
。
当
局
が
国
民
の
権
利
を
制
限
す
る
強

力
な
措
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
た
点
が
、
日
本
と
異
な
る
。

罰
則
強
化
と
徹
底
的
な
感
染
者
追
跡

　

韓
国
で
は
二
月
中
旬
に
宗
教
団
体
の
施
設
で
集
団
感
染
が
判
明

し
、
ピ
ー
ク
時
の
二
月
末
に
は
一
日
で
九
〇
〇
人
超
の
感
染
者
を
出

し
た
が
、
四
月
一
九
日
以
降
は
一
〇
人
前
後
ま
で
減
少
。
韓
国
政
府

は
、
三
月
二
二
日
か
ら
続
け
て
い
た
教
会
、
学
習
塾
、
室
内
運
動
場
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
カ
フ
ェ
な
ど
の
遊
興
施
設
の
運
営
中
止
を
五
月
五

日
に
解
除
す
る
と
こ
ろ
ま
で
こ
ぎ
着
け
た
。

　

政
府
が
三
月
三
日
、
国
会
で
二
月
二
六
日
に
可
決
し
た
感
染
病
予

防
法
、
検
疫
法
、
医
療
法
の
一
部
改
正
案
な
ど
い
わ
ゆ
る
「
コ
ロ
ナ

三
法
」
の
公
布
を
ス
ピ
ー
ド
決
定
し
て
以
降
の
取
り
組
み
が
効
果

を
発
揮
し
た
か
ら
だ
と
言
え
る
。
法
改
正
に
よ
り
、
感
染
の
疑
い

が
あ
る
人
が
検
査
を
拒
否
す
る
と
三
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
（
約
二
六
万

読
売
新
聞
ソ
ウ
ル
支
局
長

豊
浦
潤
一

Ｓ
Ａ
Ｒ
Ｓ
や
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
の
経
験
を
教
訓
に
、

「
公
衆
保
健
医
師
」
の
大
量
投
入
や

Ｉ
Ｃ
Ｔ
技
術
も
用
い
た
抑
え
込
み
は
成
功
し
た
が
、

国
民
の
権
利
を
犠
牲
に
し
た
と
の
批
判
も
強
い
。

感
染
症
対
策
と
人
権
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
問
わ
れ
る
。

と
よ
う
ら　

じ
ゅ
ん
い
ち　

一
九
六
八
年
生
ま

れ
。
慶
應
義
塾
大
学
卒
、
一
九
九
三
年
読
売
新
聞

社
入
社
、
千
葉
支
局
を
経
て
九
九
年
韓
国
・
延

世
大
学
語
学
堂
留
学
。
ソ
ウ
ル
特
派
員
、
西
部

本
社
社
会
部
、
ソ
ウ
ル
支
局
長
、
国
際
部
次
長

を
経
て
現
職
。
訳
書
に
『
韓
国
は
な
ぜ
危
機
か
』。

「
徹
底
監
視
で
抑
え
込
み
」の
光
と
影

韓
国

コ
ロ
ナ
禍
の
世
界　
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円
）
以
下
の
罰
金
が
課
さ
れ
、
ま
た
三
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金

だ
っ
た
自
宅
隔
離
違
反
者
へ
の
罰
則
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

一
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
へ
と
強
化
さ
れ
た
。

　

二
〇
一
五
年
に
中
東
呼
吸
器
症
候
群
（
Ｍ
Ｅ
Ｒ
Ｓ
）
が
流
行
し
た

際
は
、
朴
槿
恵
（
パ
ク
・
ク
ネ
）
政
権
が
感
染
者
が
出
た
病
院
名
の

公
開
を
す
ぐ
に
し
な
か
っ
た
た
め
に
混
乱
が
広
が
り
、
三
八
人
の
犠

牲
者
を
出
し
た
。
今
回
は
こ
の
教
訓
を
踏
ま
え
、
感
染
者
を
追
跡
調

査
し
、
そ
の
情
報
を
公
開
し
た
。

　

疾
病
管
理
本
部
は
、
自
治
体
に
感
染
者
の
名
前
や
住
民
登
録
番
号

を
求
め
た
り
、
警
察
に
感
染
者
の
移
動
経
路
の
調
査
を
要
請
す
る
権

限
を
有
す
る
。
警
察
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
や
通
信
会
社
か
ら

情
報
の
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
感
染
病
予
防
法
で
認
め
ら
れ
て
い

る
。
通
信
会
社
に
は
携
帯
電
話
の
位
置
情
報
の
提
供
が
義
務
づ
け
ら

れ
、
一
〇
分
で
感
染
者
の
移
動
情
報
を
確
認
で
き
る
。
決
済
の
九
割

以
上
を
カ
ー
ド
で
行
う
ほ
ど
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
化
の
進
展
と
、
世

界
で
指
折
り
の
携
帯
電
話
と
監
視
カ
メ
ラ
の
普
及
が
そ
れ
を
可
能
に

し
て
い
る
。
四
月
二
二
日
ま
で
の
二
週
間
で
は
、
感
染
者
三
一
〇
人

の
う
ち
二
九
九
人
の
感
染
経
路
を
突
き
止
め
た
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
が
問
題
に

　

感
染
者
の
移
動
経
路
の
公
開
は
、
感
染
拡
大
の
抑
え
込
み
に
一
定

程
度
貢
献
し
た
。
ソ
ウ
ル
中
心
部
に
あ
り
、
日
本
人
観
光
客
も
買
い

物
に
訪
れ
る
ロ
ッ
テ
百
貨
店
本
店
は
、
感
染
が
確
認
さ
れ
た
中
国
人

女
性
が
来
店
し
た
こ
と
が
わ
か
る
と
二
月
七
日
か
ら
三
日
間
の
臨
時

休
業
を
行
い
、
消
毒
作
業
な
ど
を
行
っ
た
。
感
染
者
の
移
動
経
路
に

近
づ
か
ず
、
感
染
者
に
接
触
し
た
疑
い
が
あ
る
と
き
は
速
や
か
に
検

査
を
受
け
る
と
す
る
こ
と
で
拡
大
を
防
い
で
き
た
の
だ
。

　

一
方
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
侵
害
の
副
作
用
も
も
た
ら
し
た
。

　

追
跡
調
査
で
判
明
し
た
感
染
者
の
移
動
経
路
な
ど
は
、
自
治
体
に

よ
っ
て
マ
ス
コ
ミ
や
自
治
体
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
公
開
さ
れ
て
い

る
。
感
染
病
予
防
法
三
四
条
に
基
づ
く
も
の
で
、「
感
染
病
患
者
の

移
動
経
路
、
移
動
手
段
、
診
療
医
療
機
関
及
び
接
触
者
現
況
な
ど
国

民
が
感
染
病
予
防
の
た
め
に
知
る
べ
き
情
報
を
情
報
通
信
網
へ
の
掲

載
ま
た
は
報
道
資
料
の
配
布
な
ど
の
方
法
で
迅
速
に
公
開
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」
と
、
情
報
公
開
が
保
健
福
祉
相
の
義
務
と
し
て
定

め
ら
れ
て
い
る
。

　

自
治
体
な
ど
は
、
感
染
者
に
つ
い
て
判
明
し
た
順
番
に
「
一
番
」

「
三
一
番
」
な
ど
と
呼
ん
で
匿
名
で
移
動
経
路
な
ど
を
公
開
し
て
い

る
が
、
居
住
地
や
職
場
な
ど
の
情
報
か
ら
個
人
が
特
定
さ
れ
る
ケ
ー

ス
が
相
次
い
だ
。

　

一
月
下
旬
に
感
染
が
確
認
さ
れ
た
韓
国
人
男
性
（
五
〇
）
は
、
妻

以
外
の
女
性
（
三
〇
）
と
二
人
き
り
で
ホ
テ
ル
に
泊
ま
っ
た
こ
と
が
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明
ら
か
に
な
っ
た
。
男
性
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
「
不
倫
」
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
、
入
院
中
の
写
真
ま
で
第
三
者
に
よ
っ
て
ネ
ッ
ト

上
で
公
開
さ
れ
た
。

　

移
動
経
路
の
公
開
は
「
感
染
病
の
拡
散
遮
断
の
た
め
避
け
ら
れ
な

い
」（
ハ
ン
ギ
ョ
レ
新
聞
）
と
す
る
世
論
が
大
勢
な
中
、
知
人
の
韓

国
人
男
性
は
「
追
跡
調
査
が
ウ
イ
ル
ス
そ
の
も
の
よ
り
も
怖
い
」
と

口
を
そ
ろ
え
た
。

　

独
立
の
国
家
機
関
・
国
家
人
権
委
員
会
は
三
月
九
日
、「
感
染
者

の
内
密
な
私
生
活
が
露
出
さ
れ
る
人
権
侵
害
が
起
き
て
い
る
」と
し
、

こ
の
ま
ま
で
は
「
感
染
が
疑
わ
れ
る
人
が
検
査
を
忌
避
し
た
り
す
る

憂
慮
が
あ
る
」
と
し
て
、
保
健
福
祉
当
局
に
行
き
過
ぎ
た
個
人
情
報

の
公
開
を
改
め
る
よ
う
勧
告
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
で
は
、

住
所
や
職
場
名
は
公
開
し
な
い
運
用
に
切
り
替
え
た
。

「
医
師
の
兵
役
」
で
検
査
拡
充

　

韓
国
が
、
感
染
抑
え
込
み
で
他
国
を
圧
倒
し
た
も
う
一
つ
の
要
因

は
、
充
実
し
た
検
査
態
勢
だ
。

　

約
七
四
万
件
（
五
月
一
六
日
〇
時
現
在
、
疾
病
管
理
本
部
）
に
上

る
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
は
、
医
師
資
格
を
持
つ
者
が
兵
役
義
務
の
代
わ
り
に

従
事
す
る
「
公
衆
保
健
医
師
」
の
投
入
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
。

　

特
に
、
二
月
半
ば
に
新
興
宗
教
団
体
「
新
天
地
イ
エ
ス
教
会
」
の

集
団
礼
拝
に
よ
っ
て
爆
発
的
な
感
染
が
発
生
し
た
南
東
部
・
大
邱（
テ

グ
）
市
な
ど
で
は
、
公
衆
保
健
医
師
約
一
〇
〇
〇
人
が
大
量
の
検
査

と
医
療
を
下
支
え
し
た
。

　

保
健
福
祉
省
は
、
大
邱
で
感
染
者
が
急
増
す
る
と
、
今
年
の
新
規

公
衆
保
健
医
七
四
二
人
を
早
期
任
用
し
て
現
場
に
配
置
し
た
。通
常
、

公
衆
保
健
医
が
任
用
さ
れ
る
際
に
受
け
る
四
週
間
の
基
礎
軍
事
訓
練

も
省
い
た
。

　

保
健
医
は
、
症
状
が
あ
る
人
の
自
宅
や
病
院
な
ど
七
、
八
ヵ
所
を

訪
れ
て
検
体
を
採
取
す
る
移
動
検
診
な
ど
に
あ
た
っ
た
。
大
邱
で
行

わ
れ
た
検
査
の
半
数
が
保
健
医
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い

る
。
権
泳
臻
（
ク
ォ
ン
・
ヨ
ン
ジ
ン
）
大
邱
市
長
は
、「
保
健
医
が

決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
と
評
価
し
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
保
険
医
の
犠
牲
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
成
果
と
も
言
え

る
。
保
険
医
が
任
務
を
拒
否
す
れ
ば
、
任
務
か
ら
離
れ
た
日
数
の
五

倍
が
服
務
期
間
に
追
加
さ
れ
る
処
罰
規
定
が
あ
る
。兵
役
制
が
あ
る
、

準
戦
時
国
家
の
韓
国
だ
か
ら
こ
そ
で
き
た
動
員
な
の
だ
。

集
会
禁
止
と
信
教
の
自
由

　

政
治
活
動
や
信
仰
の
自
由
も
制
限
さ
れ
た
。

　

ソ
ウ
ル
中
心
部
の
光
化
門
広
場
な
ど
で
は
昨
年
か
ら
ほ
ぼ
毎
週

末
、
保
守
系
団
体
に
よ
る
反
政
府
集
会
が
開
か
れ
て
い
た
が
、
ソ
ウ
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ル
市
は
、光
化
門
広
場
な
ど
三
ヵ
所
で
の
集
会
禁
止
に
踏
み
切
っ
た
。

保
健
福
祉
相
や
自
治
体
首
長
が
感
染
症
予
防
を
目
的
に
、
興
業
や
集

会
な
ど
を
制
限
、
禁
止
で
き
る
と
定
め
た
感
染
病
予
防
法
四
九
条
に

基
づ
く
措
置
だ
。

　

二
月
下
旬
に
は
、
光
化
門
広
場
で
反
政
府
集
会
を
開
い
た
牧
師
ら

一
〇
人
が
感
染
症
予
防
法
違
反
容
疑
で
警
察
に
告
発
さ
れ
、
牧
師
は

一
時
拘
束
さ
れ
た
。
日
曜
礼
拝
を
行
う
教
会
に
対
し
て
も
礼
拝
中
断

が
勧
告
さ
れ
た
。

　

反
政
府
的
な
キ
リ
ス
ト
教
会「
サ
ラ
ン
チ
ェ
イ
ル（
愛
第
一
）教
会
」

（
ソ
ウ
ル
市
城
北
区
）
は
そ
れ
以
降
も
日
曜
礼
拝
を
続
け
、
ソ
ウ
ル

市
は
四
月
に
入
っ
て
同
教
会
の
牧
師
ら
を
警
察
に
告
発
し
た
。
教
会

側
は
、
礼
拝
の
妨
害
は
刑
法
違
反
に
あ
た
る
と
し
て
反
発
し
、
摩
擦

が
深
ま
っ
て
い
る
。

議
論
を
呼
ん
だ
監
視
腕
輪
の
装
着

　

も
う
一
つ
物
議
を
醸
し
た
施
策
が
、
自
宅
隔
離
の
違
反
者
の
動
向

を
監
視
す
る
Ｇ
Ｐ
Ｓ
機
能
付
き
の
電
子
腕
輪
の
装
着
だ
。
性
犯
罪
な

ど
の
前
科
の
あ
る
人
の
再
犯
防
止
用
に
着
け
る
足
輪
を
連
想
さ
せ
、

人
権
侵
害
と
の
批
判
も
出
た
。

　

韓
国
政
府
は
、
入
国
者
に
二
週
間
の
自
宅
待
機
を
要
請
し
て
い
る

が
、
外
出
す
る
事
例
が
相
次
い
だ
こ
と
か
ら
四
月
七
日
に
導
入
を
決

め
た
。

　

腕
輪
は
ブ
ル
ー
ト
ゥ
ー
ス
で
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
と
つ
な
が
り
、
ス

マ
ホ
か
ら
二
〇
メ
ー
ト
ル
離
れ
る
と
政
府
の
中
央
継
続
監
視
団
に
リ

ア
ル
タ
イ
ム
で
通
知
さ
れ
、
警
察
な
ど
政
府
関
係
者
が
現
場
を
訪

問
す
る
。
無
断
外
出
な
ど
違
反
者
は
一
年
以
下
の
懲
役
も
し
く
は

一
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
（
約
八
九
万
円
）
の
罰
金
、
外
国
人
は
国
外
追

放
さ
れ
る
。

苦
い
「
半
分
の
成
功
」

　

保
健
福
祉
省
が
四
月
七
日
、
監
視
腕
輪
の
装
着
案
を
明
ら
か
に
す

る
と
、
大
韓
弁
護
士
協
会
は
九
日
、「
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
国
民
の

私
生
活
の
秘
密
と
自
由
、
個
人
情
報
の
自
己
決
定
権
を
制
限
す
る
恐

れ
が
あ
る
」
と
し
、
慎
重
な
対
応
を
求
め
た
。

　

政
府
は
隔
離
者
全
員
へ
の
適
用
は
見
送
り
、
対
象
を
違
反
者
に
限

定
し
た
上
、
本
人
の
同
意
を
得
て
装
着
す
る
こ
と
に
し
た
。
拒
否
す

れ
ば
自
己
負
担
で
施
設
に
隔
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

韓
国
の
一
連
の
防
疫
措
置
に
つ
い
て
、
張
栽
然
（
チ
ャ
ン
・
ジ
ェ

ヨ
ン
）
亜
州
大
学
予
防
医
学
科
名
誉
教
授
は
、
月
刊
誌
『
新
東
亜
』

五
月
号
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、「
拡
散
を
防
ぐ
こ
と
に
あ
る
程
度
成

功
し
た
が
、
人
権
は
後
回
し
に
さ
れ
た
」
と
指
摘
し
、
課
題
が
残
る

「
半
分
の
成
功
だ
」
と
語
っ
た
。
●




